
１１月は、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」です

○ 令和７年８月末の広島県警察における児童虐待対応件数は１,３１０件
です。

○ 特徴・・被害児童は助けを求めることが困難な環境にあります。
○ 子供から発信されるSOSサインは次のようなものがあります。
・身体に不自然な打撲などの痕がある・服や髪がいつも汚れて
いる・夜遅くまで一人で遊んでいる・表情が乏しい、活気がない
・いつも子供の泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする

女性に対する暴力をなくそう
～早期の相談で被害を未然防止～

ストーカーや配偶者からの暴力は
・ はじめは小さな暴力・嫌がらせから始まる
・ 行為が段々とエスカレートする

ことが特徴で、一刻も早い相談と対応が大切です

○盗難 ８件（前年比－４件）

○その他 １７件（前年比－２件）

○物損事故 １５件

○人傷事故 ０件

※福木交番管内の件数

令和７年１１月号
福 木 交 番

広 島 東 警 察 署
広島市東区二葉の里３丁目４番２２号
TEL ０８２－５０６－０１１０

令和７年１～９月の事件数

令和７年９月の事故件数

広島県警察HP 

SNS投資詐欺に注意

次のことに注意しましょう

〇 必ず儲かる投資はない

〇 ネット上の投稿や広告に注意

〇 連絡先がSNSだけはキケン

〇 振込先が個人名義は要注意


